
　
平
成
15
年
７
月
か
ら
遠
賀
郡
４
町
の
合

併
協
議
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
残
念

な
が
ら
昨
年
10
月
に
こ
の
合
併
協
議
は
破

た
ん
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

　
現
在
、
こ
の
合
併
協
議
の
破
た
ん
を
は

じ
め
と
し
て
遠
賀
町
の
行
財
政
運
営
を
取

り
巻
く
状
況
は
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
今
後
、
こ
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
将

来
に
向
か
っ
て
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

行
な
う
た
め
に
は
、
健
全
で
効
率
的
な
行

財
政
運
営
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。 

　
今
回
、
現
行
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
維
持

し
な
が
ら
、
健
全
で
効
率
的
な
行
財
政
運

営
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
平

成
17
年
度
か
ら
21
年
度
ま
で
の
５
ヶ
年
を

計
画
期
間
と
し
た
「
遠
賀
町
自
立
推
進
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要

を
み
な
さ
ま
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 
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遠賀町自立推進計画の概要 遠賀町自立推進計画の概要 

　
遠
賀
郡
４
町
合
併
協
議
の

　
破
た
ん 

 

　
合
併
を
し
た
場
合
に
は
、
合
併
特
例
債

な
ど
の
国
や
県
か
ら
の
支
援
を
活
用
し
て
、

新
市
の
中
で
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
た
の
で

す
が
、
合
併
協
議
の
破
た
ん
に
よ
っ
て
、

限
ら
れ
た
財
源
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
求

め
ら
れ
ま
す
。 

　
現
状
と
し
て
は
、
基
金
の
繰
入
（
貯
金

の
取
り
崩
し
）
と
地
方
債
（
借
金
）
に
よ

っ
て
投
資
的
経
費
（
ハ
ー
ド
面
の
ま
ち
づ

く
り
の
経
費
）
を
捻
出
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
ま
ま
で
は
、
基
金
も
だ
ん
だ
ん
少
な

く
な
っ
て
い
く
状
況
で
す
。
（
図
１
・
図

２
参
照
） 

　
今
後
、
現
行
の
事
務
事
業
の
再
評
価
、

見
直
し
を
行
な
っ
て
、
い
か
に
将
来
に
向

け
た
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
投
資
的
財
源

を
捻
出
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。 

 

　
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
長

　
引
く
経
済
不
況
の
影
響 

 

　
長
引
く
経
済
不
況
に
よ
っ
て
、
町
税
収

入
が
伸
び
悩
ん
で
い
ま
す
。（
図
３
参
照
） 

　
今
後
は
、
い
か
に
生
産
年
齢
人
口
の
増

加
や
企
業
誘
致
な
ど
を
進
め
、
税
収
を
増

や
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。 

　
計
画
策
定
の
背
景
と
し
て
は
、
町
の
行
財
政
運
営
を
取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変
化
し
て 

き
て
、
こ
れ
ま
で
の
行
財
政
運
営
の
や
り
方
で
は
行
き
詰
ま
り
を
生
じ
て
き
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
主
な
背
景
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
課
題
と
し
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

 
計
画
策
定
の
背
景
と
課
題 

１ 

図1　平成16年度  普通会計決算見込み 

図2　基金残高の推移 

（歳入） 

地方税 
1,769（23％） 

地方債 
1,153（15％） 

その他 
1,120（14％） 

国庫支出金 
476 
（6％） 

（単位：百万円） 
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（単位：百万円） 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度（見込み） 

5,691
6,011 5,931

5,565

4,570

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

県支出金 
259（3％） 

地方交付税 
1,279（17％） 

繰入金 
1,673（22％） 

人件費 
1,135 
（15％） 

補助費等 
1,093 
（14％） 

積立金 
344（4％） 

その他 
33（1％） 

扶助費 
627 
（8％） 

繰出金 
576 
（8％） 

投資的経費 
1,840 
（24％） 

物件費 
1,065 
（14％） 

公債費 
935 

（12％） 

（歳出） 

（7,729） 

（7,648） 

図4　地方交付税の推移 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0

（単位：百万円） 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度（見込み） 

2,024
1,866

1,664

1,364 1,279

　
国
の
「
三
位
一
体
改
革
」

　
の
影
響 

 

　
国
は
、
地
方
交
付
税
（
所
得
税
や
消
費

税
な
ど
国
税
の
地
方
へ
の
配
分
金
）
の
見

直
し
、
国
の
補
助
金
等
の
削
減
、
地
方
へ

の
税
源
移
譲
（
国
の
補
助
金
等
削
減
分
の

地
方
へ
の
税
源
移
譲
）
の
三
つ
の
改
革
を

一
組
の
改
革
と
し
た
「
三
位
一
体
改
革
」

を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、
地
方
交
付
税
の
見
直
し
と
国
の

補
助
金
等
の
削
減
が
先
行
し
て
行
な
わ
れ

て
お
り
、
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
つ
い
て

は
、
現
時
点
で
ま
だ
不
透
明
な
状
況
で
す
。 

　
特
に
、
地
方
交
付
税
は
、
町
税
と
同
様

に
町
が
自
由
に
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
使

え
る
財
源
の
一
つ
で
、
町
税
と
合
わ
せ
る

と
町
の
収
入
全
体
の
４
割
程
を
占
め
る
大

き
な
収
入
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
図
１
参

照
） 

　
地
方
へ
の
税
源
移
譲
が
不
透
明
な
中
、

地
方
交
付
税
の
大
幅
な
削
減
（
図
４
参
照
）

は
、
町
の
財
政
運
営
に
対
し
た
い
へ
ん
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。 

　
今
後
は
、
国
や
県
な
ど
の
動
向
の
影
響

を
受
け
に
く
い
、
可
能
な
限
り
自
立
し
た

財
政
構
造
の
確
立
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

　
地
方
分
権
の
進
展 

 

　
法
律
等
が
改
正
さ
れ
、
平
成
14
年
度
か

ら
今
日
ま
で
に
国
や
県
が
担
っ
て
き
た
権

限
（
事
務
）
が
だ
ん
だ
ん
市
町
村
に
移
さ

れ
、
町
の
課
題
は
町
自
ら
が
そ
の
責
任
に

お
い
て
解
決
し
て
い
く
「
地
方
分
権
」
が

進
展
し
て
い
ま
す
。 

　
特
に
福
祉
分
野
に
お
い
て
は
、
県
か
ら

の
精
神
保
健
事
務
の
移
譲
、
身
体
障
害
者

や
高
齢
者
福
祉
の
分
野
で
の
新
た
な
制
度

の
創
設
な
ど
、
事
務
量
や
事
務
経
費
が
年
々

増
え
て
き
て
い
ま
す
。 

　
今
後
は
、
財
政
的
な
制
限
の
中
で
職
員

を
増
や
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、
事
務
の
外

部
委
託
や
更
に
効
率
的
な
事
務
処
理
が
求

め
ら
れ
ま
す
。 

図3　地方税の推移 
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平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度（見込み） 

1,778 1,804
1,922

1,781 1,769

三位一体の改革 

地方への税源移譲を含む 
税源配分の見直し 

国庫補助負担金 
の削減 

地方交付税の 
見直し 

昨年解散した遠賀郡4町合併協議会 
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遠賀町自立推進計画の概要 遠賀町自立推進計画の概要 

　
遠
賀
郡
４
町
合
併
協
議
の

　
破
た
ん 

 

　
合
併
を
し
た
場
合
に
は
、
合
併
特
例
債

な
ど
の
国
や
県
か
ら
の
支
援
を
活
用
し
て
、

新
市
の
中
で
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
た
の
で

す
が
、
合
併
協
議
の
破
た
ん
に
よ
っ
て
、

限
ら
れ
た
財
源
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
求

め
ら
れ
ま
す
。 

　
現
状
と
し
て
は
、
基
金
の
繰
入
（
貯
金

の
取
り
崩
し
）
と
地
方
債
（
借
金
）
に
よ

っ
て
投
資
的
経
費
（
ハ
ー
ド
面
の
ま
ち
づ

く
り
の
経
費
）
を
捻
出
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
ま
ま
で
は
、
基
金
も
だ
ん
だ
ん
少
な

く
な
っ
て
い
く
状
況
で
す
。
（
図
１
・
図

２
参
照
） 

　
今
後
、
現
行
の
事
務
事
業
の
再
評
価
、

見
直
し
を
行
な
っ
て
、
い
か
に
将
来
に
向

け
た
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
投
資
的
財
源

を
捻
出
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。 

 

　
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
長

　
引
く
経
済
不
況
の
影
響 

 

　
長
引
く
経
済
不
況
に
よ
っ
て
、
町
税
収

入
が
伸
び
悩
ん
で
い
ま
す
。（
図
３
参
照
） 

　
今
後
は
、
い
か
に
生
産
年
齢
人
口
の
増

加
や
企
業
誘
致
な
ど
を
進
め
、
税
収
を
増

や
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。 

　
計
画
策
定
の
背
景
と
し
て
は
、
町
の
行
財
政
運
営
を
取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変
化
し
て 

き
て
、
こ
れ
ま
で
の
行
財
政
運
営
の
や
り
方
で
は
行
き
詰
ま
り
を
生
じ
て
き
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
主
な
背
景
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
課
題
と
し
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

 

計
画
策
定
の
背
景
と
課
題 

１ 

図1　平成16年度  普通会計決算見込み 

図2　基金残高の推移 

（歳入） 

地方税 
1,769（23％） 

地方債 
1,153（15％） 

その他 
1,120（14％） 

国庫支出金 
476 
（6％） 

（単位：百万円） 
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平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度（見込み） 

5,691
6,011 5,931

5,565

4,570

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

県支出金 
259（3％） 

地方交付税 
1,279（17％） 

繰入金 
1,673（22％） 

人件費 
1,135 
（15％） 

補助費等 
1,093 
（14％） 

積立金 
344（4％） 

その他 
33（1％） 

扶助費 
627 
（8％） 

繰出金 
576 
（8％） 

投資的経費 
1,840 
（24％） 

物件費 
1,065 
（14％） 

公債費 
935 

（12％） 

（歳出） 

（7,729） 

（7,648） 

図4　地方交付税の推移 
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0

（単位：百万円） 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度（見込み） 

2,024
1,866

1,664

1,364 1,279

　
国
の
「
三
位
一
体
改
革
」

　
の
影
響 

 

　
国
は
、
地
方
交
付
税
（
所
得
税
や
消
費

税
な
ど
国
税
の
地
方
へ
の
配
分
金
）
の
見

直
し
、
国
の
補
助
金
等
の
削
減
、
地
方
へ

の
税
源
移
譲
（
国
の
補
助
金
等
削
減
分
の

地
方
へ
の
税
源
移
譲
）
の
三
つ
の
改
革
を

一
組
の
改
革
と
し
た
「
三
位
一
体
改
革
」

を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、
地
方
交
付
税
の
見
直
し
と
国
の

補
助
金
等
の
削
減
が
先
行
し
て
行
な
わ
れ

て
お
り
、
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
つ
い
て

は
、
現
時
点
で
ま
だ
不
透
明
な
状
況
で
す
。 

　
特
に
、
地
方
交
付
税
は
、
町
税
と
同
様

に
町
が
自
由
に
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
使

え
る
財
源
の
一
つ
で
、
町
税
と
合
わ
せ
る

と
町
の
収
入
全
体
の
４
割
程
を
占
め
る
大

き
な
収
入
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
図
１
参

照
） 

　
地
方
へ
の
税
源
移
譲
が
不
透
明
な
中
、

地
方
交
付
税
の
大
幅
な
削
減
（
図
４
参
照
）

は
、
町
の
財
政
運
営
に
対
し
た
い
へ
ん
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。 

　
今
後
は
、
国
や
県
な
ど
の
動
向
の
影
響

を
受
け
に
く
い
、
可
能
な
限
り
自
立
し
た

財
政
構
造
の
確
立
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

　
地
方
分
権
の
進
展 

 

　
法
律
等
が
改
正
さ
れ
、
平
成
14
年
度
か

ら
今
日
ま
で
に
国
や
県
が
担
っ
て
き
た
権

限
（
事
務
）
が
だ
ん
だ
ん
市
町
村
に
移
さ

れ
、
町
の
課
題
は
町
自
ら
が
そ
の
責
任
に

お
い
て
解
決
し
て
い
く
「
地
方
分
権
」
が

進
展
し
て
い
ま
す
。 

　
特
に
福
祉
分
野
に
お
い
て
は
、
県
か
ら

の
精
神
保
健
事
務
の
移
譲
、
身
体
障
害
者

や
高
齢
者
福
祉
の
分
野
で
の
新
た
な
制
度

の
創
設
な
ど
、
事
務
量
や
事
務
経
費
が
年
々

増
え
て
き
て
い
ま
す
。 

　
今
後
は
、
財
政
的
な
制
限
の
中
で
職
員

を
増
や
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、
事
務
の
外

部
委
託
や
更
に
効
率
的
な
事
務
処
理
が
求

め
ら
れ
ま
す
。 

図3　地方税の推移 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0

（単位：百万円） 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度（見込み） 

1,778 1,804
1,922

1,781 1,769

三位一体の改革 

地方への税源移譲を含む 
税源配分の見直し 

国庫補助負担金 
の削減 

地方交付税の 
見直し 

昨年解散した遠賀郡4町合併協議会 



45

遠賀町自立推進計画の概要 遠賀町自立推進計画の概要 

　
少
子
高
齢
化
の
進
展 

 

　
少
子
高
齢
化
は
、
全
国
的
な
傾
向
と
し

て
進
ん
で
い
ま
す
が
、
遠
賀
町
に
お
い
て

も
例
外
で
は
な
く
進
展
し
て
お
り
、
今
後

も
更
に
進
む
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。（
図

５
参
照
） 

　
現
状
で
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
と
も
な

っ
て
、
老
人
医
療
給
付
費
や
介
護
給
付
費

が
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

（
図
６
参
照
） 

　
生
産
年
齢
人
口
の
拡
大
を
図
り
、
少
子

化
対
策
を
実
施
し
て
、
少
子
高
齢
化
傾
向

に
可
能
な
限
り
歯
止
め
を
か
け
、
高
齢
者

福
祉
の
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。 

図5　遠賀町の人口推計 
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図6　老人医療給付費と介護給付費の推移 
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計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
　
行
財
政
運
営
、
　
住
民
サ
ー
ビ
ス
、
　
行
政
基
盤
の
三
つ
の 

分
野
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
基
本
方
針
を
定
め
て
い
ま
す
。 

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針 

2三つの基本方針 

▽国県の政策変更に対応できる行財政運営 
　国政およびそれに伴う県政の変更によって、町が大きく左右され

ることのない行財政運営を目指します。 

 
▽効率性の向上を視点とした事務事業 
　最小限の投資で最大限の効果を生む事務事業のあり方を検討し、

更なる効率化を目指します。 

　　行財政運営

▽住民サービスの維持 
　事務経費の削減など、効率性を求める一方で、その影響を住民サ

ービスに及ぼさないよう努めます。 

 

▽住民サービスの平準化 
　公平性を欠くことなく、サービス水準をより適正化するため、標準となる

指標づくりを進めます。 

　　住民サービス

▽住民との一体性 
　職員だけの行政運営で、住民ニーズの届きにくい体系ではなく、

地域コミュニティを意識した、住民との協働による一体性のある事

業展開を進めます。 

 

▽職員の技術と意識向上 
　事務事業の効率化を図るために必要な技術力を養い、高いコスト意識を持

った職員の育成に努めます。 

　　行政基 盤
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（1313％）％） 
2,165 
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4,745 4,745 
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12,774 12,774 
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（64％） 

2,285 
（12％） 
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将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と

し
て
は
、
国
道
３
号
線
と
Ｊ
Ｒ
鹿
児

島
本
線
が
町
の
中
央
部
を
横
断
し
、

北
九
州
市
、
福
岡
市
へ
の
交
通
ア
ク

セ
ス
が
良
い
こ
と
、
こ
れ
に
加
え
て

九
州
自
動
車
道
の
筑
豊
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
（
仮
称
）
が
鞍
手
町
に
建
設

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
好

立
地
条
件
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
立
地
条
件
を
活
か
し
、
住
宅

や
商
業
施
設
の
誘
導
や
企
業
誘
致
を

積
極
的
に
進
め
、
将
来
的
に
雇
用
や

生
産
年
齢
人
口
を
中
心
と
し
た
人
口

の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ 

り
、
安
定
し
た
行
財
政
基
盤
を
確
立

す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
高
度
な
住

民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

現
状
の
町
財
政
を
取
り
巻
く
背
景

か
ら
判
断
す
る
と
、
短
期
的
に
収
入

を
大
き
く
伸
ば
す
こ
と
は
で
き
ず
、

現
行
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
な

が
ら
、
経
費
の
削
減
に
よ
っ
て
将
来

の
ま
ち
づ
く
り
の
経
費
を
捻
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

今
回
策
定
し
た
計
画
を
実
行
し
た

場
合
に
得
ら
れ
る
財
政
面
の
効
果
と

し
て
、
平
成
17
年
度
か
ら
26
年
度
ま

で
の
10
年
間
の
町
財
政
の
推
計
を
行

な
い
、
財
政
の
弾
力
性
指
数
（
各
年

度
の
積
立
金
、
投
資
的
経
費
、
翌
年

度
へ
の
繰
越
金
の
合
計
額
）と
い
う
形

で
、
現
行
の
ま
ま
の
推
計
と
の
比
較

を
行
な
い
ま
し
た
。（
図
７
参
照
） 

                             

こ
の
比
較
の
結
果
と
し
て
、
計
画

を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
10
年
間
で

約
30
億
円
が
効
果
額
と
し
て
得
ら
れ

る
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
後
は
、
着
実
に
こ
の
計
画
を
実

行
に
移
し
、
健
全
で
効
率
的
な
行
財

政
運
営
を
行
な
い
、
前
述
の
ま
ち
づ

く
り
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て

い
き
ま
す
。 

　
前
述
の
「
基
本
方
針
」
に
沿
っ
て
、
次
の
と
お
り
10
の
大
綱
を
定
め
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
施
策
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
健
全
で 

効
率
的
な
行
財
政
運
営
の
実
現
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。 

自
立
推
進
施
策
の
大
綱 

3

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

4 

町
行
財
政
の
将
来
像 

10 
の
大
綱 

10 
の
大
綱 

項　　目 

職員定数 
職員定員管理計画の見直し 機構改革後速やかに 

平成21年度までに 

平成18年度から 

平成18年度から 

現行定数133人を118人を目標に減員 

組織の継続性と活性化 

給　与 

退職勧奨制度の導入 

諸手当の見直し（調整手当・徴収手当） 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

項　　目 

定数等 
収入役の廃止 平成19年７月７日から 

各委員の各任期満了時 

平成17年７月から 

平成18年４月から 

非常勤特別職委員数の10％を目標に削減 

報酬等 

町長、助役、収入役、教育長の給与の引 
下げ（2.5%削減） 

町長等の給与等の改定に準拠した非常勤 
特別職の報酬の引下げ 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

※注：指定管理者制度→公共施設の管理・運営について、これまでは施設管理に限り民間事業者などに委託することができなかっ
　たものが、運営も含め全面的に民間事業者などに委託することで、民間のノウハウの活用により住民サービスの向上と経費の
　削減を図ろうとする新たな制度。 

項　　目 

機構改革 
職員定数削減・指定管理者制度（注参照）を前提 
とした柔軟かつ効率的な組織・機構への見直し 

平成17年中に見直し 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱１ 職員定数及び給与の見直しについて 
項　　目 

効果や目的の明確化 

イベントの活性化 

イベントに関する基準の設定 
平成17年中 

ボランティア等のイベント運営参加促進 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱６ イベントの見直しについて 

大綱９ 財産の見直しについて 

項　　目 

事務事業の外部委託 

委託事業の点検 

全事務事業の点検を行ない、積極的に外 
部委託を検討する。 平成17年中 

業者選定基準を策定し、委託料の適正化を図る。 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱８ 外部委託等の見直しについて 

項　　目 

事務事業評価制度の導入 
事務事業を実施する上での「計画→実行 
→評価→改善」の流れの中の評価機能を 
制度化し、事務事業の質の向上を図る。 

平成18年から試行 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱10 事務事業評価制度について 

項　　目 

補助金算定基準の設定 
と補助金額の平準化 

総括的な補助金算定基準を設定する。こ 
の基準に沿って補助金額を団体ごとに見 
直し、平準化を図る。 

平成18年度から 

平成18年度から 

平成17年度中 

各種補助金規程の整備 

１件当たり10万円未満の補助金について 
包括的な規則の整備 

１件当たり10万円以上の補助金について 
補助規程未整備のものの規程整備 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱５ 補助金の見直しについて 

大綱３ 特別職の定数及び報酬等の見直しについて 

項　　目 

公平性の確保 平成18年度から 

平成18年度から 

平成17年度から 

経費に見合った使用料金の設定 

指定管理者制度の導入を含む外部委託の検討 

使用料 

効率的な管理運営 

・類似施設での統一的料金の設定 
・減免基準の明確化（減免対象団体及び 
　減免率の平準化） 
・使用料還付期間の統一 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱７ 施設運営の見直しについて 
大綱２ 組織・機構の見直しについて 

項　　目 

附属機関の整理・区分と 
機能の見直し 

・附属機関の必要性の見直し 
・附属機関の名称及び設置例規類等の整備 

平成17年から随時 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱４ 行政委員会・附属機関等の見直しについて 

項　　目 

土地（土地開発公社所 
有地を含む） 

未利用地の迅速な処分 

平成17年度中に検討 
商業用地として活用可能な土地への積極 
的な企業誘致 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

公用自動車等 台数等の精査・縮減 

図
7
　
弾
力
性（
財
政
余
力
）推
移
比
較
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将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
と

し
て
は
、
国
道
３
号
線
と
Ｊ
Ｒ
鹿
児

島
本
線
が
町
の
中
央
部
を
横
断
し
、

北
九
州
市
、
福
岡
市
へ
の
交
通
ア
ク

セ
ス
が
良
い
こ
と
、
こ
れ
に
加
え
て

九
州
自
動
車
道
の
筑
豊
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
（
仮
称
）
が
鞍
手
町
に
建
設

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
好

立
地
条
件
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
立
地
条
件
を
活
か
し
、
住
宅

や
商
業
施
設
の
誘
導
や
企
業
誘
致
を

積
極
的
に
進
め
、
将
来
的
に
雇
用
や

生
産
年
齢
人
口
を
中
心
と
し
た
人
口

の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ 

り
、
安
定
し
た
行
財
政
基
盤
を
確
立

す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
高
度
な
住

民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

現
状
の
町
財
政
を
取
り
巻
く
背
景

か
ら
判
断
す
る
と
、
短
期
的
に
収
入

を
大
き
く
伸
ば
す
こ
と
は
で
き
ず
、

現
行
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
な

が
ら
、
経
費
の
削
減
に
よ
っ
て
将
来

の
ま
ち
づ
く
り
の
経
費
を
捻
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

今
回
策
定
し
た
計
画
を
実
行
し
た

場
合
に
得
ら
れ
る
財
政
面
の
効
果
と

し
て
、
平
成
17
年
度
か
ら
26
年
度
ま

で
の
10
年
間
の
町
財
政
の
推
計
を
行

な
い
、
財
政
の
弾
力
性
指
数
（
各
年

度
の
積
立
金
、
投
資
的
経
費
、
翌
年

度
へ
の
繰
越
金
の
合
計
額
）と
い
う
形

で
、
現
行
の
ま
ま
の
推
計
と
の
比
較

を
行
な
い
ま
し
た
。（
図
７
参
照
） 

                             

こ
の
比
較
の
結
果
と
し
て
、
計
画

を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
10
年
間
で

約
30
億
円
が
効
果
額
と
し
て
得
ら
れ

る
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
後
は
、
着
実
に
こ
の
計
画
を
実

行
に
移
し
、
健
全
で
効
率
的
な
行
財

政
運
営
を
行
な
い
、
前
述
の
ま
ち
づ

く
り
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て

い
き
ま
す
。 

　
前
述
の
「
基
本
方
針
」
に
沿
っ
て
、
次
の
と
お
り
10
の
大
綱
を
定
め
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
施
策
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
健
全
で 

効
率
的
な
行
財
政
運
営
の
実
現
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。 

自
立
推
進
施
策
の
大
綱 

3
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4 

町
行
財
政
の
将
来
像 

10 
の
大
綱 

10 
の
大
綱 

項　　目 

職員定数 
職員定員管理計画の見直し 機構改革後速やかに 

平成21年度までに 

平成18年度から 

平成18年度から 

現行定数133人を118人を目標に減員 

組織の継続性と活性化 

給　与 

退職勧奨制度の導入 

諸手当の見直し（調整手当・徴収手当） 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

項　　目 

定数等 
収入役の廃止 平成19年７月７日から 

各委員の各任期満了時 

平成17年７月から 

平成18年４月から 

非常勤特別職委員数の10％を目標に削減 

報酬等 

町長、助役、収入役、教育長の給与の引 
下げ（2.5%削減） 

町長等の給与等の改定に準拠した非常勤 
特別職の報酬の引下げ 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

※注：指定管理者制度→公共施設の管理・運営について、これまでは施設管理に限り民間事業者などに委託することができなかっ
　たものが、運営も含め全面的に民間事業者などに委託することで、民間のノウハウの活用により住民サービスの向上と経費の
　削減を図ろうとする新たな制度。 

項　　目 

機構改革 
職員定数削減・指定管理者制度（注参照）を前提 
とした柔軟かつ効率的な組織・機構への見直し 

平成17年中に見直し 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱１ 職員定数及び給与の見直しについて 
項　　目 

効果や目的の明確化 

イベントの活性化 

イベントに関する基準の設定 
平成17年中 

ボランティア等のイベント運営参加促進 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱６ イベントの見直しについて 

大綱９ 財産の見直しについて 

項　　目 

事務事業の外部委託 

委託事業の点検 

全事務事業の点検を行ない、積極的に外 
部委託を検討する。 平成17年中 

業者選定基準を策定し、委託料の適正化を図る。 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱８ 外部委託等の見直しについて 

項　　目 

事務事業評価制度の導入 
事務事業を実施する上での「計画→実行 
→評価→改善」の流れの中の評価機能を 
制度化し、事務事業の質の向上を図る。 

平成18年から試行 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱10 事務事業評価制度について 

項　　目 

補助金算定基準の設定 
と補助金額の平準化 

総括的な補助金算定基準を設定する。こ 
の基準に沿って補助金額を団体ごとに見 
直し、平準化を図る。 

平成18年度から 

平成18年度から 

平成17年度中 

各種補助金規程の整備 

１件当たり10万円未満の補助金について 
包括的な規則の整備 

１件当たり10万円以上の補助金について 
補助規程未整備のものの規程整備 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱５ 補助金の見直しについて 

大綱３ 特別職の定数及び報酬等の見直しについて 

項　　目 

公平性の確保 平成18年度から 

平成18年度から 

平成17年度から 

経費に見合った使用料金の設定 

指定管理者制度の導入を含む外部委託の検討 

使用料 

効率的な管理運営 

・類似施設での統一的料金の設定 
・減免基準の明確化（減免対象団体及び 
　減免率の平準化） 
・使用料還付期間の統一 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱７ 施設運営の見直しについて 
大綱２ 組織・機構の見直しについて 

項　　目 

附属機関の整理・区分と 
機能の見直し 

・附属機関の必要性の見直し 
・附属機関の名称及び設置例規類等の整備 

平成17年から随時 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

大綱４ 行政委員会・附属機関等の見直しについて 

項　　目 

土地（土地開発公社所 
有地を含む） 

未利用地の迅速な処分 

平成17年度中に検討 
商業用地として活用可能な土地への積極 
的な企業誘致 

実 施 時 期 具　体　的　施　策 

公用自動車等 台数等の精査・縮減 

図
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平
成
15
年
７
月
か
ら
遠
賀
郡
４
町
の
合

併
協
議
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
残
念

な
が
ら
昨
年
10
月
に
こ
の
合
併
協
議
は
破

た
ん
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

　
現
在
、
こ
の
合
併
協
議
の
破
た
ん
を
は

じ
め
と
し
て
遠
賀
町
の
行
財
政
運
営
を
取

り
巻
く
状
況
は
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
今
後
、
こ
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
将

来
に
向
か
っ
て
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

行
な
う
た
め
に
は
、
健
全
で
効
率
的
な
行

財
政
運
営
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。 

　
今
回
、
現
行
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
維
持

し
な
が
ら
、
健
全
で
効
率
的
な
行
財
政
運

営
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
平

成
17
年
度
か
ら
21
年
度
ま
で
の
５
ヶ
年
を

計
画
期
間
と
し
た
「
遠
賀
町
自
立
推
進
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要

を
み
な
さ
ま
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 
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遠賀町自立推進計画に関する 
住民説明会を開催します 

　みなさまのご参加をお待ちしています。また日程の都合

がつかない場合は、対象地区以外の会場でも参加できます。 

※住民説明会に参加される際には、この「広報おんが臨時号」

　をお持ちください。 

●とき・ところ・対象地区 

回 対象地区 会　　場 日　　時 

７月１日(金) 

７月２日(土) 

７月２日(土) 

７月２日(土) 

７月３日(日) 

７月３日(日) 

７月４日(月) 

７月５日(火) 

７月６日(水) 

７月８日(金) 

７月９日(土) 

７月９日(土) 

７月10日(日)

午後７時30分～ 

午前10時～ 

午後１時30分～ 

午後７時30分～ 

午前10時～ 

午後７時30分～ 

午後７時30分～ 

午後７時30分～ 

午後７時30分～ 

午後７時30分～ 

午後２時～ 

午後７時30分～ 

午後７時30分～ 

島津・若松 

木守・上別府・若葉台 

浅木・東和苑 

虫生津 

緑ケ丘・芙蓉 

尾崎 

遠賀川・新町 

別府 

松の本 

田園北・田園南 

広渡・ 中央・旧停・老良 

今古賀 

鬼津 

若 松 公 民 館  

ふれあいの里センター 

ふれあいの里センター 

虫 生 津 公 民 館  

芙 蓉 公 民 館  

尾 崎 公 民 館  

遠 賀 川 公 民 館  

別 府 公 民 館  

松 の 本 公 民 館  

 

遠賀ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

今 古 賀 公 民 館  

鬼 津 公 民 館  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13

～健全で効率的な行財政運営を目指して～ 

2005.6.25

臨時号 

8

●問い合わせ　企画課●問い合わせ　企画課 企画調整係企画調整係 

　　（２９３）１２３４（２９３）１２３４ 

●問い合わせ　企画課 企画調整係 

　　（２９３）１２３４ 

第２町民体育館 
（田園公民館） 


